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この資料は，録音反訳実施庁において行われている工夫例等の中から，有用と思

われるものを，立会メモに関するものとそれ以外のものに分類して，取りまとめた

ものである。この中には，事案に応じて使い分けるべきもの，その有用性につき更

に検証すべきと考えられるものも含まれているが，参考となると思われるので，紹

介する。

なお，立会メモにおける固有名詞の表記，代理人の特定（原告代理人（○○)の

ようなもの） ，示した書証の特定等のように各庁で広く行われているものは，工夫

例として挙げていない。

『
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I

1 立会メモに関する工夫例等

（1）立会メモの様式

(2) 反訳範囲，発言者の特定等
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項 目 具 体 的 ・な 工 夫 例

立会メモの様式 立会メモの様式を独自のものに工夫している。 （→別紙①～③）
②●●■ロロ0口0■■､色■b■■｡■､q■■｡■■－－■－.■ロー・｡□1■●■q■■ロー■■q■ロ■■■■U■■､－'■■ロﾛ■口画口■q■｡■q■｡■■■■‐●●■●●句ゆ●ロ｡■●口■●■。■■■4■■ロ。●■ぬ■｡q■の.。。n口■‘

立会メモに事件名及び当事者名を記載することとした。
C

■■1■■■■q■－．■0■■■■■■｡q■■ﾛ■｡q■q■qp0■●■0－■勺●q■●●■■■1■1■ロ■■｡■●b車●｡■●■■●■■｡■｡■0■P｡●｡■｡■■■●●I■●0■q■の－■、－｡｡■q■－Q■■1■●■の－口｡●●●口■●●4

特急に該当しない場合でも，反訳

期日を記載することとした。

修正指示の便宜のため，全件の立会メモに次回

●■‐｡■｡■■■。｡｡ロー■■■■●｡｡■。●●■｡■ロロ毎口■■②ロ■■■■■■■G■■■●■ローp■‐。■■1■■■■●■■の早口■●■q■｡■pの■■｡■■■“｡■■■ロロー■－■口｡■②■■｡■■

被尋問者欄には，氏名だけでなく，証人・本人の別， 「医師」

尋問のみ」等，参考となる事項を括弧書きしている。

， ｢続行分」 ｢主

項 目 ■ 具 体 的 な 工 夫 例

反訳開始と終了の

特定

｢尋問の最初はカウンター41から。 」
ロロローの■■ロロロ●■⑧。■ロ●●b●■■■■■の一画ロー－●■■口車●q■ロ■■■■｡q■・■■■■の－■■■●■｡。■の匂｡■・口●申ppm■口甸●旬■●●■｡■■●●｡■●●●由●●q■⑪｡●⑧●‘

●
。 ｢テープの冒頭10分くらいは手続部分です。 」
p■1■■ロ●■ロロロロ色■q■‐●のロロ｡車旬句ロロロロ●■●■、｡｡●ロ■■｡●｡●印■■■0■■■■｡■■｡q■●■ロq■ロロ■q■■■■q■■□｡｡●■由●●●●■‐｡■●■■｡｡■ロ■■｡｡■●●●■口｡●●q

争

｢テープの最後に『テープを止めて』と入っているところで尋問は終了しました。 」
●●●ロ鹿●■■車■口②｡｡｡■｡■申■｡■②●｡●●●旬●わ●■ロー・｡｡⑧■■■●ロロロ■■q■■■■■Q■｡■■の■■｡■ロ■■0■■●●●■｡●■■■■■4■■■曲■。■■ロローロロ●のロロ。■■■■｡

反訳開始・終了箇所を経過時間又はカウンター番号で特定して記載する欄を設けて

いる。 （→別紙①）

A面からB面への

移行部分

｢テープは,A面の終わりに近づくと「ピピッ」と音が鳴ります。そうすると，その
箇所でB面に変わりますので, '裏返して， さらにお聞き進みください。

◆ ① ｡

●ロ■｡■ロ 1■1■1■4■q■■■■q■旬●■｡■か●■｡■‐●■■、q■■0■の■■h二口Q■‐由ロ■■■bq■－■、－■DC■、｡q■｡●●のq■■のq■の｡●｡●ロロ●●ロロ
●

｣．
むめ■●■■■■あ●●｡●ロロロ●■の■■●●●■■●●●

｡

｢A面の途中で反転しますので,A面の末尾とB面の頭に録音されていない部分があ

りますが，尋問の終わりではありませんので注意してください。 」
●

C

■■■●の⑤■｡●｡｡｡ロー●由■口｡■q■■■■｡。■■○ロロ●■■●■■｡■○口■●■■■■●■ロ■●の｡■□■■ロ■働●■ ｡｡■p口■■‐‐｡■■①q■■口つゆロロロロロq■■ロ■■ロ■■■ロ■■ppI
b

[テープのA面最終部分は『ピ， ピ， ピ』という機械音と共に反転してB面に移りま

す。テープのA面部分は最後の3分程度の余部（未録音部分）を残してB面に移るこ

とになりますので, B面の反訳も抜けないようにお願いします。テープが2本にわた

る場合は, NQ1のB面の終わりとNn2のA面2分間程度重複して録音されていること
●

●

になります。 」 ①

■■0■0■■、■、由。■d■0■‐q■。■I■■‐。■｡｡。■‐Q■ ●｡｡画口■■｡■■ゆめ■■■●■口●■■■●■●■●●●●■■■■□■ロ■｡●●旬■■■■‐｡｡□■■■申ロ心｡■｡■ロ■□■｡｡■の｡●ロロ■■■｡①■
9

示した書証や固有名詞等を時系列で記載する際，該当箇所に「A面終了」
･

でデープ①終了」等と明記する。
｢以上

分割反訳の場合 ｢検察官

○○というのは， どれくらいの暴走族のグループでしたか。 」

1人目には「検察官の上記の質問の前まで反訳してください。 （約1時間） 」
町 ●

2人目には「検察官の上記の質問から反訳してください。 （約50分） 」
●

ロー■■白白■｡●●●の■■｡■｡●■｡■■0■■■色色4■■の●｡■●●｡、■ロロー○回■つの町一句ロ｡■のq■●の②ロー■■■□■■｡■■■■｡■ロ■●｡■｡｡■“●■｡■■ロq■■■■、■■■｡●■■●4

｢テープB面の残り数秒となったところで，質問者の『59年から，あなたの席とい
うのは～』以降の部分は反訳不要です（2本目のテープで反訳します。 ） 。 」

■ ｡
◆

■■■■■■●｡■ロロ■・の｡●ロロロロの｡p■□。●●｡●■●●｡●■●｡●■■■ppq■■■｡■●■口己■■の｡■②の■q■。●＆●■■0■■｡■、●｡■■ロ■,‐｡■申ppq■■ロ■■車■■●ロ■■■■■。

｡

｢テープ①の担当者は,裁判長が10分休憩を宣言する前までの部分の反訳をお願い
します。

テープ②の担当者は，最初の数分の後裁判長が10分の休憩を宣言しますので，そ
の後の被告代理人（○○）の質問から反訳をお願いします。 」
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分割反訳の場合 ｢反訳部分はテープNQ2, B面冒頭の

主任弁護人

その他にソファー，応接セットがあるでしょう。

被告人

はい ございます。

主任弁護人

ここまで(ここから）

応接セヅトでそういう作業をしたのですか。それともあなたが執務机に～」

尋問の順序・発言
者の特定

｢質問の流れ」図（質問者と，そのときに示した書証等，異議により質問を撤回した

部分を時系列に表示したもの）を添付。 （→別紙④）
ローq■■p■｡q■■■、画q■‐一画0■ー‐口⑤q■‐●ロー■D q■ロー■、‐｡■、q■｡。■●●●‐口一一口■，｡‐Q■ゆ中｡‐■、●■、 q■｡■■■q■ロ■■■ロ■U■I■■。■⑤q■■q■■■、■■■ロU■わ■｡｡●■の｡●■ロー‐●｡■■PPU■。■

争

尋問タイムテープル（左に時間（14： 15等〉

記載したもの)･を作成。

右に示した書証，固有名詞等を

q■｡■、‐ｰq■｡申”■‐ーロq■ロー画一一ロロ。■口■‐pロ■■、q■毎口U■。■‐1■●の。■4■■■■。■■bd■‐■、ーの一Pー■cpCpp－pq■q■ロ■、■■q■画■■Dpq■｡”■■D■、■ロロロ○m■■q■■』■4■l■。■0■p■■ロ■q■●■■■ゆ

ら

尋問開始時間を表示した例
● ●

｢原告本人の尋問2時40分開始被告代理人から
原告代理人 3時20分から」

■■ロ｡、ppq■ロ■■P■■CCU■｡■D■●■‐1■ロ■､q■ロ■、■｡■B■ロ■■D●ローロー■●ーのP■■q■‐I■q■●I■1■1■■q■U■q■●ロ｡■●q■ロ●｡p■、■■①■‐Pq■■■q■q■I■■q■ロ■1■■U■■q■の4■■②｡毎口⑧■■②ロロの

証言者，尋問者，尋問時間，テープ番号を一括して記載した例
｢証人甲 1時40分～2時00分（20分）

’
被告代理人から

原告代理人から

原告A 2時00分～2時40分(40分）

’
原告代理人から

● 9

被告A 2時45分～3時30分(45分）

’ 被告代理人から

｡q■■ロ 。
■
０
●
■
Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
０
０
０
０
Ｄ
Ｄ

口辱

｡‐わ●－－

9

い■ロー‐

●
■
一

．
■
０
０
■
０
９
■
●
●
■

●

旬

①
②

(テープ番号）

」
◆ ■

■■ﾛ■■■q■Q■■■■､ ｡■q■■■B口｡Q■Q■■｡■－Q■ﾛ口中一口｡｡●■ﾛ■■●の色■■●■白●ロ■■■■■■●●。■●■』■｡｡■句q■q■ぬ口0■q■口■■q■0■ｰ■■Dq■●ロロ1■■0■q■0■ロー■ぬppq■q■ローロロ■■■■■ロﾛ■■■ !

尋問者の交替を発言内容で特定している。

｢被告○○銀行代理人（甲山）

乙第7号証を示す

裁判長

変額保険，大山太郎…

あなたの方で相続税…田中さんは…

原告代理人

解約のことについて… 」
■■－わ■■“ロロ■■‐■‐■宙■■●■■■■■■■｡■ppq■●■｡■p■■■■ロ■｡■申｡。■｡●ロロ■ロ｡■●■■つ●■■■■■■■｡｡■□a■■■ロ■■｡｡■｡■ロ■の②●■｡●｡■｡■｡■d■■○q

尋問者が交替したとき， 冒頭の一言を付記する。

｢検察官（証人の仕事は）→弁護人（証人はそれを） -÷・ ・ ・」

･･‘p1p-0p-■1口‘D‘■1■●口芭｡●‘･‐の｡■■｡■■■Q0口■IDOローロロ0占曲－0口ロ‘■‘■1DCqDIDqDpl 0DID●､■0●0口。P●､●…■■■ID‘■‘D－－op‘Dmp｡●‘､｡｡｡･･･｡－‘pqD-■□,●1pol‘･●●｡,｡1口･DqDIp-1p‘ﾛﾛ, ｡

尋問者の交替時期を経過時間又はカウンター番号で示している6
■、●Pロ●｡■■，｡q■I■q■q■■q■■■毎■PQ■ロ■Dq■■、●CQ■ロロロ0■q■■DP。■

●

＝丞。■‐。■‐4■。■ロロq■1■l■l■q■■●口●ロﾛ■0■■■■■ｰロ。■9■Q■CpI■Q■■P q■｡q■ロ■■pq■■D q■ロロ■■■D O■‐ロロ■ー。■q■つ1■■■、■■②●6
9

｢最初の尋問者は，被告代理人です。 」
■

■■q■q■っｰロ■‐ロ■‐■■■■q■q■q■q■■、■q■■、‐｡q■q■q■‐ゅQ■■‐｡●●d■■■。■‐‐■■■■ｰ。■‐q■q■q■q■ロ■D■■‐■■。■d■q■q■｡‐ゅ●■■ー‐ウーー1■Q■ロ■‐‐■、 q■ロq■1■‐‐q■d■｡q■｡■●■D口車一q■口坤■■ロロ■

｢最初に尋問しているのが被告（反訴原告）代理人○○で，次が原告（反訴被告）代
理人△△です。 」

■｡●■q■｡●●毎口■、■、 O■1■ロI■ぬ■、の口車｡■D■、●q■■■ロ■■四m●■ロロ●｡｡●■■●●ロ②●●■●■●の由■■■■ロQ■■■‐の①■■1■4■q■。■q■I■q■1■1■■■■｡■ロー■■D●■10■｡q■‐■0■ローq■●Q■■■ロq■d■q■■

｢一番最後に名乗らずに質問したのは被告ら代理人。 」
■ロー●q■■の。｡‐■､q■pロロ■口ゆロロ■､口早U■｡■d■0■ﾛ■q■'■。｡‐■■●q■色q■q■■●■q■'■■'■■■②■■■'■q■‐●■U■■写q■画0■'■■､■､■ロﾛ■0■己■B■●ロ■｡q■■q■●■

●

■■I ■■口q■●いゆ●ロロロq■q■ロ日

．「証人○○の最後に対質尋問が入っています。 」 ．
｡

■･■■■,●■P｡‘■■のq■ロ0■■no■I■■q■0口d■■■ﾛ0■■0■ロﾛD●｡●●■■■■あむ●旬■●｡｡●｡●●Q●■●●■●●●■●のpoDPq■■■0■1■●0■■のﾛ,‘■●D■0■0■1■●ロロ■0■●0口｡■■,■DqD‘■■0■1■1■pDI■･

・ 「裁判所の発言は，裁判長と○○裁判官です。 」
pppの■D－－－。｡－口｡■‐ぬ■｡。■ロロ■■。｡－口ロ■｡●■■｡。■の■■■口口●●｡●の■口■●■■｡●●●●■－0■由ロ｡□■■●－｡■●■●●ロ●●■｡■■のロロロロ■－■‐■■■｡●。●■

｢検察官及び弁護人の尋問中，介入しているのは裁判長です。 」
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罰のときI

明確な答

慣せん。 』

時株価がトズ

そのまま次、

原告代理人、

ので．裁半II長

翠人の督絡毒．原任 〔〕07

司の主体は『被告代理人OO』と記嗣

の~c、 呪

(3)反訳処理，表記等に関する指示の記載方法

I
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項 目 具 体 的 な 工 夫 例

動作に関するもの

異畿として扱うか
どうかの指示

「 『この辺』 → (腰の辺りを指して） 」
■●■●■毎■■●■●■■□●毎■■｡■■■の●■

● 。

0

酉ロ■ ‐■■0■■1■1■q■■■●●■口■●■■｡■0■■■｡●0■■D■し 1■ロロロロ■●ロー●pmd■｡‐■●■●I■●■●■｡■●■P4■1■q■●■、1■●血■ロー■ipq■ロq■
9 ●

｢被告人が自殺のため手首を切ったのはどちらかという質問に対し『こっち側』と述
べたのは， 『こっち側〈左手） 』と記載してください。 」

■
q

■■■●ロ■●●■●■●■■■●口■の■■■●ロ●ロ●●●。●■●ロー■■●－｡⑤■■■●●■●●■●■●●●●■■。●ロー●p口｡‐つむ●”－の■■－｡■－●●■■■●●■口｡。｡。ロロローロ■｡

. 「 『こちらは前で，背中が後ろでありますが』はj 『胸が前で，背中が後ろですが』
としてください。 」

‐■｡●q■qD1■。■｡●｡■Dpの｡●ロ●｡■⑨●■●■■1■1■｡l■。■口q■●■、色一つ■、■0■｡■■P O■｡■－m①－－q■ ｡q■

0

q■印■q■■口｡■｡●■ ●□●②ロ■4■ロ■｡■bpd■■q■①ロー●■Ipq■｡■q■q■q■■I■■■●●●ロロロ
●

｢被告代理人の質問に，原告がうなずいたので，声を出すよう裁判長から注意があつ・
た。→答えの部分のみ記載してください。 』

■ ﾛ

｡

｡

｡｡■●■、■｡●｡｡｡｡●｡。■■0■q■■q■画、■●■の■②■■｡●■□d■●■■●●0■4■■口q■■の｡｡‐の‐■Ippのロq■｡■P■‐~⑤ロ■■ロ○1■■●●■の■q■q■■口②●q■■q■q■0■■D■－q■ロ｡■■｡■■■。■I

｢被告人の供述中，背中にしこりがあると述べている箇所で『これくらい…』と言っ
ていますが， ここは

としてください。 」

曲 ●

『これくらい（直径5センチメートルほどの円を指で示す） 』
d b

、｡■●●｡。｡‐■■0■■d■q■･■q■■■｡■ロ②句｡■■●■●■●■■●｡■8■｡q■■■ロ■｡■q■‐■D‐q■‐凸･■,d■●●｡■●‐q■●●●'■①q■｡I■q■g■■DC●●●句●のq■●Q■ロロ句ロ■'0■●の句一■D■－｡,■ロ■一・

‘ 「『その手の形をしてください，物差しで測りますから。 』の次には， 『 （被告人が
示した手の形を測定したところ，縦2センチ，横2センチであった。 ） 』と記載して
ください。 」

q b

｢検察官がした『名前を書いてもらう』との質問に対して，主任弁護人から『被告人
は 0 名前を書いてもらっている， とは言っていない。 』旨の異議が述べられた箇所の
記載について

その直後の質問で， 『記載する必要がないのでは。 』と言い直しているのですが，
異謹の前の質問をこのように言い換えることができないので，次のように記載をお願
いします。

①異議の前の問答をそのまま残す。

②主任弁護人の異議の内容をそのまま記載する。ただし， 『異議申立て』との見
出しは不要。

③異議の後の質間はう言い換えた内容を記載する。 」

{
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異鎚として扱うか
どうかの指示

‐ーロ

｢被告代理人の『○○とはどのような意味か』との質問に対し， 原告代理人から異議

が出たが，注意の意味なので，記載不要。→裁判長の指示があります。 」
‘.b6．－‘.､-....----‘.－..‘.－’.。。‘.－℃･ロ｡･･,・・‘･‘･‘･ロ‘｡．｡‘・・ロ・ロ‘・・－口．‘･･･・・・‘･－‘｡。－‘･一・・,‘･･･‘････－.･･･・・・？‘･－‘･‘･‘･－－‘･‘･－－．．－－．．－‘・・・.．..。．

｢尋問途中に『ですね』でなく『ですか』と聞くように言ったのは○○代理人で，
『反対尋問ですから…』と言ったのは原告代理人であるが， この部分は反訳不要。 」

●

朗読部分のカット ｢A面のカウンター34 5付近から，被告が原告提出の6月24日付け準備書面を朗

読する部分があるが，朗読部分のみ反訳不要。 」
－■■匂｡q■,■ロ■0■0■■－.■■■｡■｡●■ロロ｡■Q■■■ロq■■■■ロﾛ■■■－■I■■q■■ロロU■q■■P■■『■■■●■』■1■。q■■q■■■口■』■’0■q■面0■■■ぬ‐ロ｡■■■■■q■q■‐■ロ｡●●q■ロロ｡■■●。｡■■■‐d■d

丹

｢乙第10号証（相続関係図）を示した際に読み上げたところはカットしてくださ
い。． 」 ．

q■●q■pp1■●Q■●‐“●●●■●q■｡｡q■○口一■■■q■■ロー口｡■●｡d■■。■■l■色●。■●●｡●の．■CQ■■ロ■○口■●■■■、■｡②■D‐｡■｡‐■■、申今一●●●口つq■｡‐■ロ■0■q■■■ロロq■ゆ■■1■ロロ■D■
6 4

示した書証の記載の後に朗読部分の反訳の要否を括弧書きで指示している。
｢乙15第1項6 （最初，書面をそのまま読み上げている部分は反訳不要です。 ） 」

尋問の準備行為の

特定

0 ●

｢被告代理人が乙10号証を示した際，裁判官と原告代理人に原本を確認している部
分は削除してください。 」

己

●●｡■●●●.■●｡●●■●■●●■●｡■■の●■ぬ●■■ロ○口毎口●p■‐”②｡■■‐‐■■ロ毎■●｡■■■■■■■色■■｡●●■｡●■偽●●｡｡●●｡■■■■●●の●●｡｡■p●ロロ■毎■■■■■■
●

｢甲57号証を示す際の『原本ありますか…』
てください。 」

～ 『…探します』辺りの部分は削除し

■

の■｡■・pq■の。p■っや■・・－■－・ロロ・‐‐■■■■口のロ。。■p■■■■｡■｡■■ぬ■■bo●②■a、ロロ■■■■のめ■ロロロロq■の■由一一口｡、‐■｡■p■●申●■ロー■ロ｡■■■■‐0■■の■。

「 『弁護人請求証拠番号2の図面を示す』弁謹人が証人に図面を示した直後，証人に
対して図面の説明をぼそぼそとしていますが，それは記載されなくて結構です。 」

相づちに関する指
示

｢証人は検察官の尋問において質問途中に相づちを打つように『はい』

繰り返します。これはカットしていただいても結構です。 」
， 『はい』を

■■■■■■の■。。d■・■■・●・■■■戸申②ロ缶■ロ・画■ppp－車■。｡■｡。■輯■･･･－句｡■の■。‐p■PPP■ロロロ■■0,■・■口画■■■ロ■■■■■■匂■、●●●｡●｡■』■■●｡■■。・

｢この証人は，質問の途中で相づちの意味で『はい』と証言する部分が多いですが，

そういう趣旨の『はい』は省略していただいても結構です。 」
● ●

反訳不要部分の指
示

定）

(必要部分の特

｢この間裁判官と代理人の○○についてのやりとりがあるが，反訳不要」
色CD■■●■■●｡●■●●●■■●●■■●■■■｡■■ロロ②■■ロ●pP■｡m申一ロ準ロロローロ車亭車口Q■｡■p●ロ●わ■■｡②ロ■ロ■■｡■｡■｡■●■■■■■■■■■■‐■■｡■口■■ロロ■ロ。

｢録音開始後約30分経過後，代理人と管財人との書証についての話合いがあります
が ツ 反訳は不要です。 」

■

－0■q■■q■ロ■ロロ■弾q■｡■⑤■pp1■■‐ロ｡■■や‐■■｡』■■口q■｡■■■●●⑤の■･●●ロ■■■1■｡d■■トロロ。由の、②｡■■□。■q■q■■●■■■｡q■●口｡■の●‐■■●●ロロ●q■。●■｡■■ロロロロ■ロq■｡■ ●

｢テープカウンター174～検察官が質問を撤回している部分があります。撤回部分
の記載は不要。 」

■

・口｡｡■■■・ロー‐‐｡｡｡・の｡。ロ■ppP色②②。■－．■｡■｡■・口由■・■■⑤●｡●●●■■●■■■■ロ●●●●●●●わ｡車⑤●■ロロ●■■■■q●●曲■■｡の■■ロ■｡②■。■p■ゆ。pO

．、 ｢尋問終了後，証人の勤務先の○○店について質問をしていますが，それは反訳不要
です。 」

一 心

■●■■｡■●●■■②●｡｡｡P●■●■ ■｡
▲

ロq■ロ⑧●■■■■ロロ1■■■■q■■①q■●｡①｡■1■●q■●｡■■口●■｡●●●ロ■｡q■pp－q■■■■、ロロー■‐■‐ロロー■■D画■｡”｡●‐●0■‐1■q■■pp4■q

｢被告代理人○○の尋問の前に甲第○○号証○枚目の差し替えについての話がありま
すが その部分は反訳不要です。 」

－－■‐■D中●■●■⑪■｡■■■ロー■■｡｡■｡｡■ロ■●■

g

●●●■ロ■■●●のﾛロ■■■■■■■■■pのウゥロ戸口■●■■■■■■｡■‐■■●｡●色ロロロゆ。口■■■●■●■●●●●■●②■■｡■■q

｢弁護人の尋問後，被告人が証人に質問していますが，質問の形になっているものだ
け反訳してください。 （ 「拘置所の中で話したと言っているが，拘置所のどこだった
.か。 」という質問と「本当に私と話したのか。 」という質問のみ。 ） 」

6 B

。｡■■●｡●｡■－句の‐一口争ロー■■－■－｡■■■●ロ専一ロロロロ■■■■｡■●■●●■■｡｡●●■⑨●■■●｡■■●ロ｡●Q●■●■②ロロ由●■句｡□■｡■●⑧●‘●■■■●わ｡‐●●②■●●■■■

｢2本目のテープが始まって5分後，約3分間程度にわたって， 当事者への尋問の在
巳 ｡

り方について，裁判長による指示があり，尋問が一時中断しています。 」
●

｡■d■口■－■ﾛ■q■.q■'■ロq■'■■■●ロ●●｡●■●ロ、■●p●●■｡●■■■■■I■■'■■4■■Icp■､■■■■●｡、●ロゅq■画■■‐oPI■q■■D■■'■ロ画●ロ●｡■●●ﾛ■■■｡■'■ロq■■■■■■■・車q■■'■q■■

｢テー.プ2本目最後部付近の被告○○の破産に関する裁判官と代理人とのやりとりの

部分は反訳を省略してください｡ 」
ロ毎■・わ｡－口。。■■‐■。。｡qロー■－ロロー■。。。■ロ■ロ■■。●p■■■■の■●■口■■｡■｡■■■■■●■｡■■●■。

●

■

口｡●回■｡■●■●●■●②■■ロ■｡｡■■■の●ｰ■｡●｡”○曲■印

｢65～70分のところで原告代理人が乙第○号証と乙第○号証を示して尋問してい
るが, ここで裁判長が介入した部分については削除する。 」



Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｂ
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反訳不要部分の指

示

定）

(必要部分の特

｢最後に裁判官が○○建設とはどういう字を書くかと聞いていますが， これは,反訳

書作成の便宜のために質問したものなので，反訳書からカットしてください。 」
‐の回凸●●ロロ－口■ロロ■画画旬■■●ロ回｡■、画②面画｡■■■ロロ■ロロ■‐｡②ロロロロppq■口■■。■ロロロ■画■■■ロ｡■■』■｡■■‐■ロー口甸■■句■■ロ■｡■■■■回②■匂｡■D■■■■■■■ロ

｡ ■

｢原告代理人の

『あなたが○○さんが200万円しかもらっていないと～』

という質問から,裁判官の

『原告代理人の『あなたが○○さんが200万円～』という質問をしてからここ

までカット』

まで省略」
｡n口字｡卓｡■1■｡■句■画■●■■

b ●

●

写■⑨ロロロロロの■■■■口③■画曲■■色■■｡｡｡‐』■申坤庫一口■の毎■向勾むわ■■p句②⑨●ロ■○ロロロロ■■■ロロロ■ロ■ロロ画■■回四口■｡■画｡｡｡●画■’

｢被告代理人の『9月27日に被告に電話したか』という質問をしたところから，原

告代理人や裁判官の注意，被告代理人のかみくだいたような説明がありますが，被告

の『ありません』と答えるまでの注意・説明は省略」
色口●■mPp■■■②画■口つ草■b＝■■画｡｡C■｡■■回■、旬■

ｏ
ｐｐ ロロロロロQ■ロロ■画■■■｡⑪■■ロ、■回■D回ロロ越画｡■■■■■■｡■●｡｡■ロローーロロロ■の｡■■の■口一一.‐‐‐ー＝ー■pmppq

”

｢原告代理人が最初に『後出の甲○号を示す』という発言をした直後から『あの' あ

なたの会社の口座に現実的に入金になったのは～』という質問の直前の部分までは反

訳不要です。 」
■

ロのロー‐。■■ロ■”ppq■■口白ロ。‐ご‐■■●口｡”■■■■■画■■■＠口＠回■｡｡□■■垂■ロー■ロロロ■p4■のロロロ｡画q■』■■■■■』■d■。｡｡■①4■の｡”q■Cのロ■q■ーーq■q■q■毎口q■q■■画一■、画■■画｡●

O ‘ ｢裁判官質問中，被告代理人が『裁判長，増えているのはこの後です。』という趣旨

の発言をした直前の裁判官の発言から，裁判官が『それじゃ， また尋ねますけど』と

発言するまでの間は反訳不要です。 」
C G

●q■ぬ■の画口｡‐●ロ●｡■｡

0 口

｡卓画 ■画■｡■画■■■印画ロ●●毎口｡の毎口白毎口■｡｡■｡｡“わ■■旬包■ロロ｡｡■白色｡U■■‐■画mnp■凸G■｡■①●■嘩面■p■ロロロロロ1■旬■■■g■■■ロ”⑤｡■■
b

q

｢原告代理人が『○○○とはどう書くんですか』と質問しています。本来ならカット

ですが，答えが長く，ほかのことも言っているので，質問も記載してくださいb 」

言い誤り等のフォ
ロ－

｢尋問では『さかの』と言っていますが， 『板野』です。 」
●■、｡●ロロ画画■画E■q■色■■ロー○動■｡⑤■■■｡○の■ロ■｡｡毎画画”■■D画回呵■ーロ⑨U■■■毎ロロロq■ロロロロロロロ■■■●‐ロ■ゆ｡Dローd■口■■口牟■‐口車ロ｡■口｡｡■、ロpロー‐‐幸q■ロ

｢検察官の質問中『赤くこ』という名が出てきますが， 『黒くこ』の間違いなので，

『黒くこ』と記載してください｡ 」
■ 一 の 9

■｡｡画四口■■■g■□■口頭ロロ｡｡■ロ包画｡■陣画回回■■②1■｡■■ロー■q■■ロ8■■■画画■口画■迫ロロロロ■■‐■■色白一画■●｡｡つめ画ロロ1■｡■口百回■ロロ■画⑨■■レロロロ毎口｡●回■‐のロ｡

｢問答中， 『ぎんか』とあるのは『硬貨』としてください｡ 」
U ●

回②口巴｡⑨■ロロ｡■”■、■■■口画■・ロー●画｡｡②｡■の■■｡■■●・画一■‐■■｡■■■画■■■■ロ■■■■、■q■ロ■車ロロ｡●辱■■q■■ロロ四回＝■■■■‐｡■ロロヰロ■。■d■■‐■四一｡■②｡｡bや

q

● ｢証人の答えで，単に『です。 』と言う部分は『そうです。 』にしてください。 」
d

pp唾■②画②毎ロロロロの■画一■■■■q■｡｡｡●P■ロロ■q■■l■■画哩＠℃年ロロ●■ロ●画■■ロロU■l■ロロロロ●■ロ■のロロロロロ■回■■画一■ロー‐の己一●｡■■ロ■ロロー■‐■ロロロ1■｡■■、ロ唾

｢尋問中に， 『裁判所の留置場』という表現がありますが， 『裁判所の仮監』という

表現に改めて反訳してください。 （尋問の途中に裁判長が訂正していますが，訂正前

の表現についても訂正願います。 ） 」
■

pロロロロ■■｡■■4■‐‐の■■■‐ロ庫■D毎回■■｡●■●ロロ■■■■■色②ロローローロ中ー一口一句d■』■ロロ■｡d■■4■■B○毎回ロロロ②｡嘩凸0■■‐■■ロロロロ■■ロ■‐｡○ぬ｡車｡■② ロロロ■■■■且｡
◆

U

｢テープ1のB面原告代理人の質問に対する証人の回答中『あく先生』と言っている

のは『矢野先生』と訂正。 」
ねゆむ■■画ロロ血色■画画の画■｡‐②d■■■章pmm－■P■草車画4■■ロ4■■、■画q■の屯⑨｡m■甸卸甸画ロ■■■ロロ■q■ロ■句ロ■■=■』■画■』■ロαの●｡⑨｡■ロロ。■■1■d■｡■'幸ロローー○口｡■旬■画ロローー‐■

． 「 『小山さんから聞いて』と聞こえるかもしれませんが， 『大山さん』が正しいで

す。 」 ．
申、”｡●、l■q■回■ロロq■口｡■

」

句
“
、

年ゆq■ロﾛ両■■■■■、画■nm毎mq■回の毎回■■｡■Lロロロ■■■d■■■■画■ロロロ●画｡｡■‐口一一一口‐‐‐ローーロー｡｡■車の画甸p口車■の画■■■｡｡■■ロロ画

｢本人が『こうきゅう公社』と言っているように聞こえますが， 『供給公社』です。

n口②旬ロロ■ぬの。■。■ロ車ロロ｡■■‐■q■回｡｡｡pq■■■■ローq■■Q■｡■由ロ○白、pの由色●p回の画｡■⑨画里囚■ロ⑭｡■■⑤ロ｡②色4■■卸｡■。■口｡G■●■●■■｡｡○や■D ､■の画面勾画■■ロ■■B■ﾛ ロ■■q■1

。 「 Kタクヒロ』と再三発言されているのは， 『卓浩（たかひろ） 』です。 」
■ b

■－口一｡d■｡■の■■｡｡｡●｡■■ppm■P画色･匂包ゆロロロ、｡■ロロロロロ■■凸■｡■ロロ■■｡｡q■■p■毎口②』■■■』■■ロ■ロー‐■■｡｡m』■p画の車の■‐ロ｡■■ロ4■●■■■｡■■②■②妙の■■●4
句

｢原告代理人が平成7年6月16日付け調書を示して， 『○○丁』と言っているの

は 『○○項』の意味
◆ ■

○
b

」

■■Dロロローロ■画8■■■ロ■q■q■■、嘩一■”U■のq■ロ■‐毎画■■■q■■面の申■③｡p●ロ画ロ■■0■｡■■＝ロ■4■。■ロ■U■車■■d■G■画｡■、｡■ぬ■ロ匂｡②Pの画｡■。■‐4■凸ロロq■－国ー旬色■｡■D●画｡■旬ロ■‐｡｡○1

｢被告代理人の質問中， 『乙B第8号証』と聞こえる箇所があるが， 『甲B第8号証

』が正しい。 」
■

守

ロー車。■画口■唾句画■の②毎■a‐ロ■■、■b画■■画＝のロ南口ロロロ‐口■‐‐車画■、■岸ロロ■■ロロつロ■画②ロロロロロロロP衝●画q■②句②血色｡■■q■■。■q■■ロ■■‐■■■”ロ庫■■‐。ー口車ロ ■凸画口ロー■

｢反対尋問中， 『…マスコミ等でワラントカミ危険と知った．”。 』という質問箇所中に

『甲c○号証を示す』という発言が明確になされていない箇所がある。 」



一一一

－－－－

2号一 と＝

されます。 」
■ロー■由■■■■｡。■■■●●ロロ●■■■■”ぬ■■●■｡■■ロ■ロ■■●●■■｡■■●●旬｡■■｡｡●■■■Dqc●P｡■口。●■●■■■■■｡□●

r押番号10』と盲

『甲証拠番号5．0a

。■■■■・■ロ■■■■■■”｡■ロー■‐ロ■｡■■②心■●の■・●●D●●●●●●●｡｡b●■■ロロ■●■わ●●⑧ロロのロロロロ｡．■ロ｡？■,＝‐‘■‐

rお＋士

ロロ－－－－■口■口一口■。■0■■■｡■ロ■●ロ■ロ画●わ。－－②｡●ロ●CDの■■■－口。■－■,輯、｡■●■■■■■口句●■■■■■■･ロ■■■■■■■

● 。

e ○

■－■ぬ■■。■‐■□｡■■■｡■■■■■●■｡■りゆロロロー■ロ町ロ■■■●●■ロ｡■｡●ぬロロ■ｰぬい■今一m｡｡‐｡■｡■ロロ■‐甲ゆ■。■■■の■ロロ。■■■

ロー■②●■の■●｡●‐■｡｡■■ロつローーー~‐のロ■口｡‐■色｡■■■■■｡■わ‐■■●●｡■｡□■②■｡■口｡■■ロp●■ロロ■●■、■●の｡｡■口
G

］ と言ったのはIのは『中村』の言い階■■

●

■口車■■,■,■－画一一一q■ロつ■D口■,画・■､。｡■■■■●■■●qp8■0■■U■■■0■■0■0■0■■q■0■q■■■口｡●●ロ■●車●■-0,■0■、｡。●ぬ■■‐■由■D■
■

『7‘震6号言雁0
β 巾

-173-

書証を示した場合

の記載方法

｡ ■

。 「 『検13号証末尾添付の見取り図1を示す』は次のように記載してください。
『検察官請求証拠番号13 ．(検面調書）末尾添付の見取り図1を示す』 」

■●甲.‐■毎画ロロロローーロ■ｰ‐■｡‐ぬ■■■｡｡■■■■■･■○m○ゆロ.■ロ■■■■■わ■ロロ”■めむ②由の｡■｡■■●‐‐■■口一口P■■

｢乙第1号証の写真は，枝番ではなくゥ①～⑭です。 」

｡

■画■○の■●②■■｡■■の●■■■ロ｡■■●■■■■●■0

‐ ■

■②字句ロロロロロロ■画一ローローロロロロー●ｰ■■｡■●■■■●■●●■ロ■0■ロの0■●■■P｡●●ロー●●⑤ロq■■■●●｡－m■‐‐●ロ■､申■■｡｡口｡■。●｡■●■■ppq■‐｡■■｡■ロ●■●●■q

「 『後に提出する生活保護手帳91年版を示す。 』としたのみで，書証番号を特定し
ないまま尋問された部分があります｡､反訳書には『後に提出する甲第1号証を示す｡

』としていただければ助かります。 」
。－口■ロ■■｡□の｡■ロロローロ■■■■曲■●p■。■｡■■の■■■■■■■■－■●■■■色色■ロ■■●■ロ■■■■－ロq■｡■■わ｡●匂｡●口ロー■毎■わ曲●わ②■■の｡■｡●口q■■■ロ■■ ■●

4

■q

｢代理人の書証を示す質問中， 『後出の乙第○○号証を示す』という部分はすべて
『後出の』という部分は省略してください。 」

G

■｡■の｡‐■ｰロロq■画一｡｡｡ロ｡■●●わ｡4■○口一○■●●●●●■●■ロヮロロロ●②ローロロ■のロロロロ●■‐ロ由■｡■■①■■■■｡■■■ロ■■■●■①●●●｡●｡■■■毎■■ロ●｡｡や■し口｡■
e ● ■

｢先に尋問した○○証人作成の図面を原告代理人が示す場面がありますが， これは『
○○証人作成の図面（同証人調書末尾添付のもの）を示す』と記載してください。 」

●■■■■ロ■p■ロロ｡｡｡■｡‐の岸■●⑧~■■Dpp｡■ロロ■■■‐■｡‐ロロ｡｡□｡■●■｡■p■■ロロロ■■■■■■Q●■■由■、●●●■■■●■p■■■■■■ロロロロロロ■｡●、●●｡。ロー■

｢甲36号証添付の写真を示す（このあたりの尋問に甲36号証の写真と甲12号証
の見取り図を交互に示しながら『これ…』という形で尋問している部分がありますの
で御注意ください。 ） 」

手記命令，調書添

付書面湖ある場合
の記載方法

｢被告人に書証写しに赤ペンで○を記入させ， 白紙に文字を書かせた場合の記載例
『あなたが書いた文字を赤丸で囲んでください。

(平成8年押第○○号の○添付の○○に記載された文字を被告人が赤丸で囲んだの

で，右写しを別紙l.と‘して本調書末尾に添付した。 ) ･
では， 白紙に赤丸で囲んだ文字を3回書いてください。
(被告人が赤丸で囲んだ文字を通訳人が読み上げ，その文字を被告人が白紙に書い
たので，右紙を別紙2として本調書末尾に添付した。 ）’ 』
（弁護人や通訳人が書くべき文字を指示しているやりとりは省略してください。 ） 」

..－画｡｡,■■0，，－－－･･･｡‘■。｡■■｡。｡■■■ゆ‘ローロー･D－■■,ﾛ･ﾛロ■･0・・■旬■■■・・■・■■■ロ■I■■■ロロ1，1■■0..凸・‘■■'Qpp1■■‘､p‘･ﾛ,■'画■■,■■■ロ■｡D●■ロ●■｡｡｡■ロ■■■・
●

。 「尋問中に手記命令がありましたので， この部分は以下のとおり記載してください。
『裁判長

証人に対し，本件.トラックの積載物を手記するよう命じた。

証人は別紙に右命令のとおり手記したので， これを本調書末尾に添付した。 』

(なお，証人が手記中に，裁判官と代理人のやりとりがありますが， これは当然に反
訳不要です。 ） 」

ロロd■■q■ロ■■d■0■■色句0■ロ■､.■、■や■■■■■‐■■4■■■の●○m■●■

■

｡

■②●■■I■q■』■■｡■0■P－pq■pの｡■｡■ゅ●｡●■■■●■●■●。●●■⑤●⑧b■I■■、■,■■■'■ぬ●｡■■'■■'■■､■■d■d■■ロ

｢尋問中に示された書証のうち，本調書末尾に添付するものがありますので ，
●

尋問調

書の末尾に改行して『甲○○号証末尾の家計簿及び甲○○号証末尾の「○○」と題す
●

る書面の各写しに証人が署名・押印したので，本調書末尾に添付した。 』と記載願い
ます° 」

言い誤り等のフオ
ロ､一
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掴

手記命令，調霧添

付書面がある場合

の記載方法

｢証人が科学捜査研究所のコンピュータに入力された別添図以外のデータをグラフ化

しゥ書面にしてきたものを調書末尾に引用する旨の記載例
『これが別添図以外のデータをグラフ化した書面で，証人が本日持参したものです
か ⑪

そうです。

(本件鑑定に関して科学捜査研究所のコンピュータに入力された，証拠番号4の

鑑定書添付の別添図以外のデータを，証人がグラフ化し，本日書面にして持参し
の ｡

たので，右書面を別紙1として本調書末尾に添付した。 ） 』 」

表記に関する指示

Ｂ
ｒ

旬 ●

「 『はまもと』の字は， 冒頭陳述では『漬』ですが， 『損』が正しい。 ｡」
ロ●｡■■。■●p■の－－－口｡●｡●●ぬ、｡●■■●●●●■●の□■■■■口｡■●｡■●●■●ロ■ロロロ■｡●のロロロー■■‐■■■■■ロ■●●●｡●■■■■●■●●、｡｡｡●ロロのロロ●●■■｡

｢正しくは美知子ですが，乙第22号証には美智子の文字が記載されていますので，

この字で記載してください。 」
●わ■I■P q■q■｡●･‐■、‐‐■P｡｡■■‐■■□■、■■■■4■4■｡q■q■●q■●●、争■■P q■口⑧ppq■■p■○のq■■P G■q■｡q■ロ画のq■‐‐■、ロ｡■■~‐ローq■毎1■■■q■■■DqI■q■pの｡｡q■旬■｡■q■●q■■■■■P■■1■

●

「 『エンカン服』（当事者に文字の確認を取りましたが，結局不明でしたので， カナ

でお願いします。 ） 」
d■口口｡■ロ■。■0■。■ロ■。■。■■し｡‐口のq■‐口0■■－■D■，｡｡●ロ0■‐｡●●q■●｡●q■■q■｡●●q■■‐ロロー■ト ロ■●｡■、。■｡q■■b■、 q■■q■－口｡●。■4■q■CC4■｡Q■●■1■1■■、■●q■●｡｡q■の。■q■■bq■q■Q■口4■1■色1■

｡

同じ発言でも，カナ書きの部分と漢字の部分を分けて指示した例
｢トウキョウ健康会館が正式名称，問診表のみ東京健康会館」

●

‐つ■、q■ーロー■ロロq■ー句■■‐ppq■■、 q■■q■ロq■q■■し q■■q■0■q■q■｡■ロ■q■｡■、d■●■q■‐の4■ロ■ロ●■q■ローロ■、ロ画q■‐｡q■ロロロロ●■pp1■‐■ロー■ppq■■■q■‐Q■■■Q■■｡｡｡●0■q■q■0■d■■0■■■■の

｢日本語で読み上げた（発言した）文字はカタカナで， ローマ字で読み上げた文字は
ローマ字で記載してください。 」

●｡②の○の｡●口｡｡●■●｡●●q■■、⑧q■q■●口q■■■■q■。■｡■B●●●‐●●申｡。■■■‐1■｡l■●d■。■U■｡。■■■■■■‐‐■q■■■■色0■■■Pq■4■■B‐●ロq■‐□●‐■、‐｡■■■、■●■PC●･ローd■｡｡●ロ●q■
●

「『コンピューターライズドオーガナイザー(Computerizedorg

anizer) 』～括弧書きで英語のスペルを記載してください。 」
●

－■■、－口ロローロロ”｡■色■ロロ■■ロー‐ロロ色■●●●■●■●●●■●●●■■■■あゅ■●●ロロ●‐■口争‐‐■ロロ■■口｡■■句■■毎■■●●‐･の●ロロ｡■｡●ロー■■●■●■口中●■●■ロ'

｢証人が英語を引用して供述している部分（機長から異常事態についての連絡を受け
● ｡

た際の連絡内容, That' s mine等）は， ′日本語で反訳していただいて結構

です。 」
●

◆ ｡

d■』■ロ■』■■ロ■■旬q■Q■●卸。■ロ●0■●■②■■■｡■●｡●の●ロロ■ごQ■8■■■■pp－Q■ロ■■4■。■｡■●■‐●ロ■●■●■●｡｡｡■■■■■●｡■■■■0■q■｡‐の●q■■、4■q■q■の●‐ローa■■｡■。■■、口一一一一｡

． 「『 （経年的な。 ． 。 ,）グラジアスな』と英語で再度言っている部分は省略してくだ

さい。 」
●

も

ローｰ‐ロロロ1■■口q■■■p■●■■●■■■●■●｡■q●■●■■●｡b●●■●■の■●■■■⑧■●ロ｡｡■｡｡●●●●●■●‐●■ロ●■■■●｡■■‐q■□わ‐ロロ｡⑤■②●●｡｡■●②｡■ぬの口の■.

｢検察官が1， 2と発言しているのは， ① 9 ②と記載してくださ､い。 」
B

0■■｡q■q■I■q■0■q■0■Q■q■q■I■■●Q■●I■■●■●｡●q■■●の■■ロロ■■Dの■‐4■口q■U■｡■q■I■d■q■｡‐口ロロ0■□●①■●●●■■●｡■●匂●由■‐1■0■‐■■‐‐ぬの。■‐‐d■●、ローq■q■■｡□0■口Ppq■ロ申●q

｢金額の単位は『○○万円』と『円』を付けて統一して．ください。 」
合 ■

■｡⑨●■ロロ■●■■●Pの■●●口■■■■‐｡■、②ロロロロロー。の一色ロロロ ‐●‐｡‐色q■■｡｡●■｡■0■d■②■●■｡U■｡－口ロー■D■

、

「『？』は使用しないでください。 」

ー■Dq■●の■■■■■Q■●ロロロq■0■ローq■■、q■‐ーq■■q■q■ロー■

項 目 具 体 的 な 工 夫 例

事案の概要等の記

載

O ・

｢この事件は，原告○○サービス株式会社，被告△△企画， 同☆☆☆間の損害賠償請

求事件です。

本日の尋問は，前回に引き続き被告らの反対尋問からです。 」
●

ぬ｡。■■■‐ロロ■、■●●■q■ロ■0■ロq■｡。■d■ロロ。■ロ■。q■。■■の●｡｡●毎口由●Q■●のq■■D●I■I■q■q■■■■Dpq■■ロ･守口ロQ■■~ppq■■ロ■0■■、 q■‐句｡■■｡●■■■■■■ロロ■0■■■■也凸｡■■■、d■■q■■■
◆

｢本件は，○○○症が問題の事件で，本証人は医学部教授です． 」
｡‐●4■q■｡■D●0■Q■■bロロ●｡①｡q■やp＝‐q■q■■ロ■q■甸毎｡

●

■口■ロロロ●■ロロ■●■｡●■●｡●●■、■の■｡□■■●●■ロ●●⑧●●●●‐■｡■ロ●■凸ロー■ヰロロローーq■苧｡■ロロローロロー■■

双方の主張を対比して記載している。

分かりにくい供述

や聞き取りにくい
部分の説明

● ①

｢反対尋問中，甲C○号証の○を示しての質問に対して答えたが，その趣旨は『覚え
G 1

ていません。乙○号証を見ると，私の署名，押印がなされています｡．しかし, 日付に

ついても記載した日付よりは，かなり後のように思います。 』ということです。 」
■

◆

の■､の■b■p‐q■q■口■q■のq■‐■D Q■■し 。■｡｡‐‐q■口車●■ぬ●■‐■■｡■●●0■ロq■■■D■、■Q■■｡●■し｡□■｡｡｡｡●■●■●●●●●■｡｡■■q■‐0■○口■、‐‐｡q■一■■－中｡｡●●｡q■一律●｡｡‐｡｡q■●

●． 争点となっている部分を分かりやすく図示した例（→末尾の図）
、

●●
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分かりにくい供述
や聞き取りにくい

部分の説明

「 『ハトロン紙』という言葉が出てきますが， これは乙○号証のコピーでいうと，写
真の貼られているページの前にある手書きの図のページのことです。書証では， この
紙が薄紙なので，写真に被せてみると， ･写真のどこに梁などが足りないのかが分かる
≦ようになっています。 」

口■■1■｡■■● ロロゥ⑤ロロ■－●■｡■､●■q■■ロローロの■口■－凸■｡｡｡ゆゆ■●●｡。－■ロロq■ロ。■‐‐‐‐ーロコーー｡■｡②｡q■ロ画一■､‐d■｡。q■■ロロ■●■●●■●■■b■■｡■●■‐■‐■d
■ ●

「 『市の字のハパの部分（の筆跡が別人のように見える） 』というのは，市ぐ-笘ここの
ことです。 」

■α●■■｡■●●●●●■●、●■ロ■■‐
｡

■q■■■●わ●1■C－p－d■口■■●■●｡●■、●●■■P4■字のロロ■p■■｡q■■‐｡‐｡■■■、q■■‐q■｡■､q■q■■、｡。■‐｡■●｡■■●■●1■■。■U■q■■■D q■■■口●●0

｢弁護人が証人に甲69号証を示したときの尋問中，聞き取りにくい部分があります
が 、 『ずっと時間はたっぷりあるし…』と言っています。 」

項 目 具 体 的 な 工 夫 例

固有名詞表等の作
成

・ 記録に出てくる固有名詞をあらかじめ分野別又は五十音順に記載しておき，
にそれ以外のものが出てきたときは，立会メモに時系列で記載している。

■｡■｡●■●｡■■■D●■■■｡●●●●●●■●｡‐■■■■■‐●●●q■｡■｡■句
6

●
●

尋問中

p

pの●●■●■■●■●ロゥロq■■■■■｡■0■■。●q■■■D②●ロq■q■一口のロﾛ■■▲｡■口｡■■●ロロあ｡■●●●。●■■
缶

固有名詞，専門用語表等は，最初に作成する場合は多少時間がかかる（いずれにせ
よ記録を読んで法廷に臨むので，さほど負担でないとの声もある｡ 〉が､証人尋問が
続く場合は特に有用。

添付書類の活用
■ 丹 ●

前回，前々回の速記官用略語入力メモを添付
己色■ロb・・・｡■■ロID■・の｡。■・一口・ロ・■ロ・句・ロID■●ロ●ロ■●●■わゅの口早｡■ローロ■■■●色■●●■■⑧｡②●

■■｡●●ppq■q■ロロゆむ｡｡句ロロ｡■、‐●申‐●●｡■●｡■｡、匂q

書記官が作成する録反の立会メモと速記官の立会カードの相互利用を図る。
■

■・0,口■■qDoD・の｡□②・・、■の｡。｡｡'■■■■口■0,,？■q■■ロp・・・■｡■・■0，｡■．'pqD■0，■｡‘■一旦■●●‐●■●②●qD■の己4D‐‐｡■⑫IDoDpゆ●、ロー‐｡｡‐ロ｡ー－口｡■■。

● 身分関係図や，双方の主張の要旨を記載したメモを添付している｡
｡■■●p●●■■1■■､｡p‐■p‐●□■●●｡｡●｡d■4■｡■■■●●●ロロロ■■｡●■｡●ロ｡■pロロ

図面 ，

■ロー■､ロ●■ロ●○○○○1■‐わ●●｡｡■。■●■●■●■■の■■●●口●｡●｡■｡｡■｡●ロゆpppa－q

カルテ，帳簿等，見ないと分かりにくい書証は必ず添付している。
●■d■■■■●●●■●●ロロロ■■■■■4■■。●ロ■Dロロロ■ロロロ■。■｡●●■●、■｡■ロ■｡｡、ロあむ●■｡‐■■｡p●のロ■●‐‐ロロロロー■

1■○口●■｡

●

■ ■ ■

固有名詞を，別添の乙第15号証（陳述書）中I
一

ｰ9

r

＝．｡■d■●■●●●●■■■②｡つむ●毎ロの｡●●■

黄色でマークしておいた ｡

告づ,､■■・■■■■■■ロロロ・の■｡‘ﾛ■p‘･■・ロ・口■・・・■0,・・■・■■■旬｡■・口・・■■■■■■・口●旬．一口の｡‐●■●｡､．m■‐‘■‐■■■■‘●●■●●●■■●■ロ｡｡●．｡。

書証のコピーを添付したときは，立会メモの該当箇所に「コピー添付（参照） 」と
付記している。

●■。●｡●■■●■■ゅ■・ロロ■ロ■､■・■･ロロ■■口。■D■●ﾛ■■■■●■●■■■q■■ロ由b■■■,｡｡■｡●●●●■●ロウ●DCロ■B■■､‐■'■■■●●｡●旬■｡■■｡q■｡●●■‐ロロ｡■の｡｡｡■●日

前回の調書のうち，引用された部分のページを特定し, ，該当部分のコピーを添付し
ている ｡

■ゆ｡⑤q■○ゆ‐‐‐●●●｡■‐ロ●②■■■■■■●●●旬■p■pの■‐｡②■ロロ｡●■｡｡｡●■●■■｡■｡■■①●■■●■■ロ■、●●■、●■ロロの

C

pq■｡。■q■1■■、q■■q■●1■■■■1■1■■⑨ロロ●pロ■q

ワラント訴訟についての説明,単語を別のメモにして添付した。
■｡●ゆ●1■口1■－－｡｡●■■｡■の■■■■■●ロ■1■ロ■■●●●■■あの■｡⑧■■●●｡｡●●■｡●■●●｡■■｡｡■ロロ■■｡｡｡

● ■ ■ ●

・ 訴訟記録表紙のコピーを添付
■ロ●Q■｡●●色｡■‐ロロ■‐0■■■｡■●■●●●●●●｡‐●■●｡■●の｡■■■ロ●●pq■●●q■｡■■

●

毎

｡

・ かなり詳細な尋問事項書添付 ．
●■0■②1■●●p■｡■●｡■｡

● 0

ひq■1■ゥ●－0■の0■ロー■■｡｡■｡｡①□■●Q●｡■●●●ロロ■レロロq

。■■のq■1■q■ﾛ■■1■ﾛ■q■－■■つ句｡●●■｡｡｡●の■ﾛ■‐。■{■d■I■ロ｡■●●■●ロ●■■■q■q■ロ。

●、口一○口●●●□●■■印｡■■■p毎●■口●｡●■､q■ロー■○○口｡■■■の■■1■■画｡■●ロワロロq■ロロロロ②口の｡｡■｡‐ロロ｡‐一一■｡■｡｡■の｡●p口ロゥロ■0

審理充実事務の過程で作成した主張整理票等を添付
■ 6

■P○つ1■■口●つ■。■、｡■■■口｡■q■‐｡■の●●■●●■●■■●｡●の｡●ロ●●■､‐のロ■q■｡■□｡■d■■q■■●口｡■■■●色●●p●■‐ロq■｡□q■q■ｰ‐‐■、●‐q■｡＝｡｡●■｡■■ロ0■●｡■●ロ四■｡■0
弓

●． 事案の概要を記載した「概要メモjを添付している｡
ロ由■②■●■■｡■■■

● ｡

■｡■●●■●4■口●●｡■■.｡■●●●■●■○1■■｡●●●●｡●毎q■●■■●●ゆ●■●ロロ。■■口■●ロd■●■4■｡■ロ｡－口■■口4■■■q■ゆ口匂ロ｡‐‐｡②‐｡｡｡｡●■句mpg､ P

陳述書を添付し，事案の把握に役立ててもらう。
邑曲,■・■・毎■■r■ロロ■■ロロ・■・■・のo・』■②■■■・■。｡□ロ・口の画●●■－●■｡．●ロ｡Pロロ■、ロロ■■■■●●●Qロ■●'■●■｡■●■●■｡●｡●P

‐●｡■■●■■1■ロ■●q■Q■｡d■4■ロ■口■q

陳述書や整理書面は，尋問前に写しを作成しておき，尋問中は手元に置いて表記の
確認等に利用し，尋問後は反訳者へ送付する資料として利用する。

■｡p■ﾛロ■し｡●●‐｡■■■■■●●■●■■■■■●●のq■●●●の口●●ロ■旬｡■■■●■■■●ロ■●

グ ■

ロ■■ロローロロロ.｡●ロロロロ■‐●q■q■｡■●‐■｡■q■m■■●■●口句■②噂■●●1■■｡b●｡■■

一般的な注意事項については，立会メモとは別の定型用紙を利用して，当該事件で
特に留意すべき点にチェック（し印）を付したものを添付する。



ー

録音すると‘反訳者が裁判官の声を覚える
■

発言者の特定が容易になる｡
■

●

‐”■●1■■■■■■■■■■■■●P■匂■■■■■■画。■■■d■。■口■h‐■｡d■■■d■■●■0■の■■■

る場合は，できるだけ区切りのよいところ

囲の指定をしなくてもよいようにする。

ろから

場合の
■■｡●■■■■

損され

反訳範

■

■ ●
■一勺■‐ｰ●■。■■●■ﾛロ●｡■”凸■■■■‐ローロ■｡｡■1■■、q■0■■■中■ロロ■申■●

2 その他の工夫例等

尿壱 矢.つ，テープのﾉMまW

●②口口ゆ■のロ●色●の0■■■‐q●●口■■■1

号ざ期円騨の諏齢存I一フ本体及びケー

碁きの負担を軽湿
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録音時の工夫

項 目 具 体 的 な 工 夫 例

訴訟関係人に対す

る連絡，留意事項

の周知等

■ □ ■

｢尋問についてのお願い」の書面は, FAXで送付するほか，弁論準備手続室に備
え置き，証拠採用が行われた際にその場で双方に交付することもできるようにしてい

る ｡

■●■■。。■■｡p■口■.p■・■■●■ローロ申のロ｡■■･■■のq■■･●｡。｡●■■g●■●の■●■●■額｡■■｡■ロ●■■●■■●■口■■■⑧■●■■■ロロロ。ざ。－■ロ●●己■－■ロロロ■｡■■②。
ゆ

■ e

留意事項のうち，供述者に気を付けてもらう事項を抜き出して見やすくしたものを

証人席に備え付けている（→別紙⑤）
q■q■ロ■■■ロ■1■。■q■4■ロ■I■q■■q■■■■■●■■■面口●●■

－ ●

｡
L

●■q■■■0■■

｡ ． ､

■■口ロー■●‐画■ロの■の②■ぬ■●■ppの■●■口●｡｡②●・由pO■■句画ロ旬｡｡■■■■p■■■1■■■■申■■■■■■■毎画0

裁判官と打ち合わせて，尋問開始前に再度裁判官から口頭で留意事項を伝えてもら
うこととした。

訴訟指揮に関する

裁判官との事前の

申合せ等

校正基軍の統一，

校正処理上の工夫

録音テープの管理

等

W

当事者の打合せの音や図面を広げる音が録音されないように，事件関係人に対し，

｢打合せは横を向いて行ってもらいたい］等の具体的な指示をする。
｡

■■■●⑧■●4■■●■ロロ｡｡■｡●■●－m－ロー■■■ぬ－－｡●ロ1■■｡■1■■口■②■■■垂■■■ロロ｡■■ロ●■●凸｡●●わ●の曲q■■●⑧ご■P■■■●●■●｡●●■●｡■■■●●●■■■■⑧｡●
■

● *

被告人等が咳をして聞き取りにくい場合は，訴訟指揮で再度言い直してもらう。
■

■■●■■●■●毎■－口＝ロー■■●の｡。■。｡■｡■●●●。■｡■｡■●｡⑧■qの■●●口●｡■｡■｡■■＆口●｡■■●●ロ●･●■●申申。｡■●■●■●■■■●ロ■■■■●●●■●●●｡●の■●●ロ
凸

再主尋問の場合，発言者が名乗らないことがあるので，訴訟指揮で反訳に支障のな
いようにする ｡ 。

■

p■ロロ■■■｡●■■口のp■色■■■⑧■の■■｡●色●■●■の■●ロ■q■■｡■■■■●q■■｡■■｡■■ロロロ・■。■。｡■■｡■■●■。■｡■■■■■の■色■■■｡■■}b■■●■■■■■｡｡■⑧■

る

数字の表記を特定するため， 「アラビア文字の9」とか「漢数字の二」等と発言す
｡

」 b
■●｡●ロロ｡■⑤■■4■■②0口■■■■●●‐■●ロ●■●■Dロ■｡■■■■■‐‐｡■■｡■曲●■■■■■●■●■■■■■■■｡■■●4■■■‐②■ロロロロ■口■■■■■｡■｡｡■｡■ロ可■■■■■わ■■

■

■

弁護士が書証の中身を読み上げる場合があるので，裁判官が「読み上げずに‘，質問
してくれ。 」と訴訟指揮している。

f▲
●

｡

、の口｡－口｡｡‐②｡■ロの■｡｡●の｡■●ロウロロロ｡■■0■q■■毎■■申●ロ■■●●●■●●■■●卓甸の■｡■■□■■ロ■■■■■ロ■■■■｡■■■』■■、■毎■■旬｡■●ロ｡●■の■■毎の■■｡｡‘
■

て

反訳不要部分は，裁判官が尋問中に「カットする｣ ， 「反訳を再開する」等と言っ
, 録音に残すようにしている。

■■■●ロ■■■■■■。■4■■■■●色の■■■■の●●｡●のロロロ■●●｡●■ロ■●画申の●■■○1■●■■■旬●■■■■｡｡■毎の②■●●口｡■■■■■■1■■■旬■■■■■■■■ロロ●■■■■■■由■ﾛ
■

●

● ｡

固有名詞，専門用語表等の資料を裁判官と書記官とで共有することにより，訴訟指
揮による表記特定と立会メモによる表記特定の無駄を省き,尋問の流れの中断を防止
する ｡

■

■輯｡｡■■ロー□■■■■■●■■｡■･1■●■■■■■■●の■｡p■l■Qの■口⑤■●●p●色の②｡色旬｡■②｡●色■●｡■の｡■｡●●●■●■●

●

●

●■■‐■■ロ■■■曲■色廸■●■■■■●■■旬●■e●■

供述録取事務の在り方に関する運用要領とともに「裁判官の訴訟指揮において留意
すべき事項」の申合せをしている。 （→別紙⑥）

部において独自の校正基準を作りb部の書記官の扱いを統一している。
P■‐■ロ○口｡■■●■｡

ロ
申 は

■

■

■
■

⑨■■■のp⑧旬■●■●■■■●のロロ■②幸0■■■■■⑨■■｡■■●■■■●｡■の■■②■｡■■■■■｡■■■｡●の。■ロ｡｡●●｡■車白戸■②■■●■■■■■口■■。。■■包頃
●

校正を赤色で行った反訳書の校正箇所が少なく，そのまま初稿を利用できるとき
これをコピーして利用する。

I



I

※1(4)記較の｢争点を表示した図」

ニトのザイ

く（てば

3ヲ。

日

〆

／
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‘

録音テープの管理
等

テープのA面, B面が分かりやすいように， ラベルはA面にはることに統一した。
｡■●■■q■｡■の■■一口ロ画■■･ロ0■■■｡■‐■ロー■4■q■■ppp■■■‐。■、■■､■■■q■m0■d■■りあ■■口の■■｡●■､｡●●■0■q■■口■口●口■0■■｡⑪●■■ロ■q■■q■■q■○つ0■｡■■、■‐U■ロロロ■■■D q

テープの再使用による損耗程度を把握するため， ラベルに使用回数を記載する欄を
設けた。 (→別紙⑦）

■色ロロロー■－－画●●⑤｡●■D●●●●●■■b●ロー■■0■｡。●■｡●■■●■■ロ①●●■。■■■■。｡。■｡。■ロロロロ‐■垂■｡b口｡‐ロﾛ■■ロロロ由宇一｡■ロロロロ‐●●●､｡｡●■。｡□●｡｡｡

テープに通し番号を付けて管理している。

録音磯器の操作上
の工夫

録音機が書記官机と平行に設置されたテーブル上に設置されていて，立会中に録音
状態を見ることが困難だったため；

態を見ることができるようにした。

録音機のみを書記官机に移動して，常時，録音状

■●●｡●の②｡●●のロ｡●■わゅ●‐■●申■B■ロ■■■e■｡■■口■■■■●■●■○つ■■の■■●●●●●■
■

●

弁護人が複数（6

● 毎

●
P

●●■●の｡■｡■■ロロロ■□■■■■■■■●■■■｡■■■■●■ロロ●●●●■●●ロロ｡

7）人いる場合は，弁護人席を2列にしたり，マイクを近づけ

るなどして，マイクの指向性を良好に保つ。
●●●□q■ロロロや｡｡●己一画の●の●■つ■旬｡｡｡｡｡■｡■■■●■●■■｡■●｡｡‐■■■｡●■●■■●●●■●｡｡■■■｡‐ロロ■■■■ロロ■｡●●□●■q■■印■

1

■。■■●q■■■■q■q■ppq■1■■■■

録音開始及び終了の手順や機器の設定を簡潔に記載した説明書を法廷に備え付けて
いる。 （功別紙⑧～⑩）

その他 裁判官と相談して，書証の名称の記載を不要とする扱いをしている。
‐－1■、。■■､色■bGd■●ロU■4■。■q■｡●■■■●｡■■●⑧●●■■■■■■■■■‐■■｡■0■‐0■1■1■I■ﾛ■4■‐1■1■q■｡■I■q■■■■B■■■｡■●”■ロロ｡■｡｡■■年②②q■q■口q■4■■ロ｡■q■●■4■■■句｡1■q■ロロI■■1

代理人がマイクから離れて発言したため，録音不明りょうで誤反訳のおそれがある

場合は，当該部分は空白にして初稿を提出するよう指示し，初稿を利用できるように
した ｡ ．

ロロロロ●｡‐q●■の、‐●の口旬の、■ロロロロロロ■｡●q■｡■●句●■■●■●‐■○口ロ■■■■■■■｡q■ロ■■■■■■■pq■●●■■■■■口■ロ■‐｡■4■■｡■●■｡■｡●■｡●■■●●■■■、■q
●

方言一覧を作成し，反訳者の資料として提供した。
●

口■■■｡●｡●●●●●●●■‐■車｡■｡‐■0■●●句｡●●■色口の■■■■■■■D■■■■■■■■■■のq■｡q■｡■■●口■｡■ロ｡■●⑧●｡■■■句■■｡■､｡■■ロ■■■、ロ■車｡Q■②q■■■■■■■｡■
合

録音反訳を利用する場合の準備から実施後までにすべき事務をチェックリストにし
ている。 ． （→別紙⑪）

p■庁司ロ■●ロ■b口●■■の4■●｡●●■●毎■■ロー■‐口②■申句
｡

b

mpp｡●②｡●●●毎のp●｡●｡■■○ロ･ロロロ■｡●■■｡■ｰ■●のロロ｡●●■●q■●ロの●Cpppq■●②のロの｡ 匂｡申●●‐■のpp
q

録音反訳の運用に関する問題点，改善策等については，随時，各係から主任書記官

に意見を提出することとしている。
句



(別紙①）
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､立会メモ (合議用） 次回期日 平成 年 月 日

熊本地裁民事第部 担当書記官 （内線 ）

事

件

事件番号平成 年（ ワ ・行ウ・ し ）第 号

事件名 請求事件

当
事
者

原告 口代理人

被告 口代理人

補助参加人 口代理人

その他（ ） 口代理人

(注:□にしのあるものは，尋問をした方です｡）

期 日 平成 年 月 日 午･前 ●

● 後 時 分

被尋問者氏名 本人，証人

尋問時間

特

急

０
１

計 分（ 時 分

０
０
１

要 . 否

～ 時 分（うち休憩 分)）

0 ，p・－－－－－－－－－－－－－－－－－‘ﾛ｡一一,ﾛ、一一!■｡ ,■・－．，－－－－ロローーーー＝．

Ｉ
Ｉ
Ｏ
ｌ
ｌ

テープ 本

(初稿必要日） 月 日 ． （最終稿必要日） 月 日

メ

モ

※添付書類（し印を付したもの）

口被尋問者の陳述書のコピー 口尋問事項書コピー

口書証コピー（ ）□
－－－■■一一■一一ｰ－－

4

守

■■■■■■一一－一一一一一ーーーーー■■ー■■ー＝ ー■■■■■■ｰ■■ｰー■■トーーーーー■■■■■■ ィ■■ I■■ ■■一一ー‐一一■■ｰ■■ー■■1－■■ー■■一一一ｰ口

※あなたの反訳範囲は，以下のとおりです（該当箇所にし印)。

注

口単独反訳の場合

テープ①の最初 →最後まで（約 分）

口分割反訳の場合

■
ロ

ロテープ①の最初

ロテープｶｳﾝﾀｰ伽

（

･→

→

テープｶｳﾝﾀｰ池 まで(約 分）

（ ）

テープｶｳﾝﾀ-NO まで（約 分）

） （ ）

テープが①がら②ヘとリレーされる前後の3分間は，①，②に重複
して録音されていますので，御注意ください。

● 9



-179-

〔事案の概要〕

※以下j尋問の流れに沿って，尋問用語等を記載しました。書記官の控えも

兼ねて作成しておりますので，読みにくい字も多いかと存じますが，立会メモ

について不明な点等がありましたら，遠慮なく担当書記官までお問い合わせく

ださい。

凡例
P

q

■

■

J :裁判官（長) X･代：原告・代理人 Y・代：被告・代理人

NO 尋問主＃・隠示調

0

０
０

8
《
■
Ｐ
△

専門用語・固有名詞9参考事項
．19

１
０
０
０
凸
■
■
■

特記事項
。
①

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
・
ロ
ロ
０
一
口
。
。
■
》
１
１
０
今
■
。
△
■
．
《
■
。
０
．
口
。
《
■
ワ
・
■
。
’
ロ
■
□
■
。
《
■
Ｄ
０
ｐ
■
ワ
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｏ
１
１
１
１
０
ｌ
ｇ
ｏ
ｏ
ｐ
。
Ｉ
・
ロ
ロ
・
ロ
。
０
《
■
。
０
↑
■
ｏ
口
■
。
↑
■
ロ
｜
■
ロ
■
。
↑
■
ロ
Ｄ
■
。
、
、
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｏ
－
。
■
。
■
。

1

０
１
０
０
１
１
１
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
１
０
１
０
０
１
１
０
１
１
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
１
１
１
１
０
０
１
０
１
１
０
１
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NQ

0

糊体,擶割 専門用語・固有名詞・参考事項
０
０
１
０

0 0
■ ■

特記事項

G

1

６
０
０
０
０
０
０
０
０
１
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０
８
０
０

０
０
８
８
０
１
１
０
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｏ
１
８
０
０
１
１
１
０
１
１
０
０
０
０
０
０
０
８
０
０
０
１
０
１

ｐ

８
０
．
０
９
０
０
８
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
８
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
８
０
９
１
９
１
１
１

●
●

０
９
０
０
０
１
１
１
０
０
０
０
０
０
９
８
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
０
０
８
８
０
０
０
０
０
０
０
８
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
１
１
０
０
０
０
１

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０

I

I

I

O

O

O

I

O

I

I

O

I

O

O

I

O

O

O

O

O

D

O

O

I

I

O

O

O

O

U

D

O

O

O

O

I

日



(別紙②）

'
9

注発言者欄には発言があった者anこチェックした上氏名を記載する。
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’
’
１

二立会メモ

櫛吐鰄辮斬第民事部担当書記官 048－ 一 内線

事件番号 平成 年 （ ）第 号

発
言
者

口裁判官 [二騨帳 聯ﾘ官 口畿節言

口原告（ら） ロイ鯉人

口被告（ら） □似

口輌I人ら

期 日 平成年月 日午前･後 時 分

尋問者氏名

尋問時間

特

計分（ 時分～時分（うち休憩分））
● 今

I 要 。 否
8 ．
＠●p－－－‐●b●‐‐ロー■b‐‐‐‐●Pつ－－■Dpp1■－－■P 4■－●ロq■4■ローロ■D■ﾄ4■－●－q■■し ！■●4■q■－q■1■。■－－－1■q■－

0 ◆
一戸

テL－プ 本

急 i (臓腰日） 月 日 （修鵬必要日） 月 日



立会メモ鯛紙

－182－
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事猴#亭メモ

事件番号平成 年（ ）第 号

固壱
手 ＝

汀

一・一・

塩詞 人名

I

その他

■

●



(別紙③）
モＡ

云 メ立

(内線 ）福岡地方裁判所第1刑事部 担当書記官

(注） 1 発言者欄には，発言があった者の□にチェックするが， 同一資格者が複数
の場合のみ氏名を記載する。

2 メモ欄は，該当事項がある場合のみ□にチェックする。

-184-

【事件番号】平成年(わ）第 号 【被告人】

期 日 平成 年 月 日 午前・後 時 分

被尋問者氏名 証人・被告人

尋問時間 計 分（ 時 分 ～ 時 分（うち休憩 分） ）

発
言
者

口裁判官

口検察官

口被告人

口弁護人

口裁判長 口裁判官 口裁判官

特
急
要・否 （初稿必要日） 月 日

(最終稿必要日） 月 日 【テープ 本】

メ モ

a - ●

【反訳の範囲】ロテープ全部 。 □別紙「メモ継続用紙」のとおり

【尋問の順序】

口別紙「反訳についてのお願い」のとおり

－う －→ －今 一ケ

ぐ一 く一 ←一 毛一

□【示した書証， 図面等の表示】

く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

証拠番号の「 jを示す。

証拠番号の「 」を示す。

証拠番号の「 」 を示す。

証拠番号の「 」を示す。

□【反訳の不要な部分】 別紙「メモ継続用紙」のとおり

【固有名詞】 別紙「固有名詞一覧表」のとおり



F子

(別紙④）

質問の流れ

､検察官

テープ①

A面(検(甲)第2号証（写真撮影報告書）末尾添付の見取図を示す。 ）

.■－－■■一一・■,－，■■ ･ﾛ・一＝－‘一一一一一一一■■ ‘■・一一一‘■■－■■■■－‘■■ ‘■■■■－－ｰ・■'一■■ ！■、÷‐■■ '■・ ・■。 !■・一'■｡■■一口ﾛ, '■■・■’一一－一-一■,ーーI■■ ■ﾛ■

（検伸)第1号証（包丁)を示すb )

検察官の質問の撤回があるので，その質問は省略

異議

弁護人

検察官

裁判長

テープ①

B面

.、－－－－，ﾛ､ ‘ﾛ､．．..｡ ‘ﾛD ‘ﾛ．－‘・・ ,ﾛ・－･･･一・lp－－1p･－‘－－－－．．， ｜･・・・ ‘一・・・・・・,－ご'・・.‘p一一・口･一一一'ﾛ． '･･･qpー･ーｰ・・ー‘ﾛ･・・ ‘ﾛ･ ‘・・一・・‐‘･ロ･ロ■■ ｛■■ーl■■

弁護人の介入があるが，そのやりとりは省略

テープ②

A面

弁護人

(検(甲)第2号証（写真撮影報告書）末尾添付の見取図を示す。 ）

弁護人の質問の撤回があるので，その質問は省略
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検察官の異議により弁護人が直ちに質問を撤回した部分は省略

テープ②

B面

検察官

’
裁判長

’
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尋問等 に てのお願い いつ

大津地方裁判所
I

☆ マイクの前で， はっきりと発言してください。

☆ 証言するときには， 「あれ」とか「これ」 と言

わずに， 具体的な言葉で話してください。

☆ 動作による表現は， しな

☆ 証言するときは， 質問が

てください。

でく ださい い。

！

終わったあと 発 言しに

☆固有名詞， 専門用語， 外国語を使用する場合は，

漢字や表記等が分かるようにしてください。特に

難しいものについては， 尋問の前後にメモ等を書

言己官に渡していただけると幸いです。
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(別紙⑥）

裁判官の訴訟指揮において留意すべき事項

裁判官は，録音反訳態勢を取る場合には，明瞭な録音状態が確保されるように，

適切に訴訟指揮を行う。

なお,録音反訳態勢を取らない場合でも；証言等の記録化が的確にされるよう訴

訟指揮において常に配慮する。

1 証拠調べ開始前

証拠調べ開始前に，訴訟関係人に対し，証言等を録音することを告げ，次の

事項を遵守するよう要請する。

（1） マイクの前ではっきり発言する。

（2） 質問者は，質問の冒頭で，必ず訴訟上の地位及び氏名を告げる。

(S) 質問及び応答では， 「あれ｣ 「これ」等の指示代名詞を使用した表現，動

作による表現はしないで，言葉で具体的に説明するようにする。

（4） 固有名詞専門用語等を使用する場合は，漢字の表記を確認する。

（5） 書証を示す場合は，必ず書証番号を明示し，書証の一部を示す場合は， ど

の部分を示すのかを特定する。

（6）質問を撤回する場合は，撤回の範囲を明確にする。

（7） マイクの近くでは，雑音の入らないように注意する。

2 証拠調べ中

（1） 尋問の開始時点，終了時点を明らかにする。

（2）訴訟関係人において，上記(1)ないし(7)の注意事項を忘れて，不適切な質問

及び応答をしている場合には，適切に介入し，録音上，支障のないように配

慮する。

(3)質問が撤回された場合は，撤回の範囲を確認する。

（4） 記録化を要しない部分については，その範囲を明確にする。
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に） 質問中に異議が出された場合は,異議の申立人,異議内容等を明確にする。

3 書記官による補佐

書記官は，イヤホンにより録音状態を確認し，必要事項をメモするとともに，

必要に応じて裁判官の訴訟指揮を補佐するよう努める。
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(別紙⑦）
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（
聖
議
。
）

立
日 開始録 の手順

<ミキサーの電源を入れる｡〉

①ミキサーの電源ｽｲｯﾁをONにする。

侭卿そばにある熟､ポックスがﾐｷｻｰですも）

⑦⑦

<録音機のセット〉

②『カセット取り出し｣つまみを押して,デッキ1,デッキ2を開ける。

③カセットを入れる。

②‐④デッキ1,デッキ2を閉じる。

⑤「Iルー録音』ボタンを押す。

⑥デッキｾﾚｸﾄボタン｢1』を押す。

⑦デッキ1，デッキ2の『カウンターﾘｾｯﾄ』ボタンを押す。

②
ｌ
』
①
◎
Ｉ

ら ③⑤
<録音開始〉

⑧赤色の｢録音｣つまみを右へずらす。



＝？

立
日

（
聖
議
。
）

一

終了の手順録

<録音終了〉

①「停止｣ボタンを押す。
』

<録音機からのカセットの取り出し〉

②『ｶｾｯﾄ取り出し』つまみを押しで,デッキ1,デッキ2を開Iﾅる。

③カセットを取り出す。

④デッキ1，デッキ2を閉じる。 ②
②ｰ

空

<ミキサーの電源を切る｡〉

⑤ミキサーの電源をOFFにする。

健鋤そばにある熟〕ボックスがミキサーです-b) ①



(別紙⑩）

録音反訳用機器の『設定」部分は，

触れることのないようお願いします。

(機器の接続回線についても同様にお願いします｡）

※録音反訳用機器の使用に当たっては

マニュアルを参照してください。
『

機器の設定

このシステムは， ミキサーの電源をONにすれば, 4本のマイクと2台の

録音機に電源が供給されるようになっている。 したがって，録音機の電源ス

イッチをONの状態にしてあれば， ミキサーの電源スイッチでON･OFF

ができる。

機器使用に当たっては，以下の設定状態を確認する。

｜
’

！

I

’

Ｉ
…
塾
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設定箇所 設定状態 備 考

電源 （上部左） 入

テープスピードコントロール

(右側面）

切 再生時にしか機能しない。

録音反転モード （右側面） プIノエンドメモリー プリエンドメモリーにすれば，テープ

終了3分前にオートリバース，オ
二

リレーされ，間断なく録音できる．

卜

アラーム音 (右側面） 切



1

(別紙⑪）

金暴音反言尺チェックリス卜

（録反利,用事件決定後， 反訳依頼まで）

【約1週間前】

口訴訟関係人への連絡（口電話 □ FAX D )

口表記メモ（固有名詞等一覧表）作成（陳述書を中心にできる範囲で）

【前日まで】

口録音テープ（90分用を必要本数）

ロラベル貼付（期日（○／○),事件番号，人証氏名を鉛筆書き）

ロイヤホン（モニター用）

口立会メモ用紙（冒頭部分に事件番号等を記入)，同継続用紙

口添付責料用の陳述書（書証）等コピー

口反訳依頼用封筒（表面に事件番号等を記入）

口表記メモ写しを裁判官に参考交付

【当日開廷前】

□ 「尋問等についてのお願い」を当事者席に設置

口録音装置準備・テスト

【尋問中】

口立会メモ記入（表記メモを参照しながら時系列で）

口録音状態の確認（テープ走行やイヤホンにより）

【法廷終了後】

口立会メモ補充・完成

口添付資料補充（コピー） 口添付資料目録（反訳依頼用封筒表面）作成

口民訟へ持参

口反訳依頼用封筒（口録音テープロ立会メモロ添付資料在中）

口録反利用事件一覧表（部控え）(実施時間（分単位)，訟廷交付日を記入）
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